
総合体育館専用利用申請手引き 
 

この利用手引きは、総合体育館内にある施設を貸切で行う際の専用利用申請手引きとなっています。バ

ドミントンなどの1面単位での利用は、一般開放での利用となります。システム登録されていても、利用

内容などを確認させて頂いてから、貸出の判断をさせて頂きますのでご了承ください。 

 

 年間予約 

（市内団体等） 

一般申込 備考 

施設予約 

システム 
× ○ 年間予約の他に施設（部屋）を追加する場合は、システムの利用は可能

です。但し、本申請前に行ってください。 

窓口 
○ 

本申請となります。 
○  

 

 

 受付時間 利用申請受付期間 申請件数 

施設予約 

システム 
午前9時から２４時まで 

利用する日の６か月前同日から利用

日の前月２０日まで 
1か月 

最大２０区分 窓口 総合体育館開館時間内 
利用する日の６か月前同日から利用

日の前月２０日まで 
 

施設予約システムの利用登録基準は、次の通りとなります。 

 ～施設予約システム登録基準～ 

 ・5名以上の団体であること。 

 ・団体の構成員の半数以上が市内居住であること。 

 ・社会教育活動やスポーツ活動、地域コミュニティー活動等を主な目的としていること。 

 ・２０才以上の代表者及び責任者がいること。 

 ・システムの利用規約に同意すること。 

 ・施設予約システムからの連絡先に使用できるメールアドレスがあること。 

なお、次のような事があった場合は、施設予約システムの利用をお断りさせて頂きます。 

 ・会場を押さえるために、団体登録を複数行った場合 

 ・登録内容に偽りのある場合 

 ・登録を行うことを目的とした、複数の団体に同一の個人の名前を使用する、団体に存在しない人の名

前を登録した場合 

 ・その他、利用規約、登録基準に反する事があった場合等 

       システム登録者       窓 口     システム未登録者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   インターネット環境   窓口対応 

※ システムからの仮予約後、30日以内に本申請がない場合は、予約が取り消しとなります。 

※ 月間予定表を作成するため、前月の20日までに本申請が完了するよう、ご協力ください。 
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平成 27年 3月１３日一部修正 

申請後の利用取り消しは、窓口で取り消しを行ってください。 

なお、自己都合での利用取り消しについては、体育施設条例、規則に基づいての対応となり、利用日前３か

月を過ぎると、キャンセル料が発生します。 

申請内容に虚偽があった利用団体については、今後、施設の利用をお断りさせて頂く場合がありますので、

ご了承ください。 

総合体育館は、部屋毎、区分単位となります。 

１１：００～１４：００の申請は受け付けできますが、利用料金は午前の部、午後の部の利用料金を徴収

させて頂きます。 

なお、同区分内に2団体以上の受付はできません。 

区 分 午前の部 午後の部 夜間の部 

時 間 ９：００～１２：００ １３：００～１７：００ １８：００～２１：００ 

※ 区分を超えての申請をする場合は、事務局にお問い合わせください。 

 
利用条件毎に、利用料金が異なります。詳細は、事務局にてご確認ください。  

施設・設備の利用料は、前納制で窓口での現金支払いとなっています。 

施設を利用される前に必ずお支払いください。 

なお、支払いが遅れる、振込等をご希望の方は、事務局までご相談ください。 

・予約申込のために窓口においで頂いた場合でも、システムから他の申込が先に入った場合、お申し込み

をお受けできませんのでご了承ください。 

・申請受付後の、自己都合による利用内容の変更は一切受け付けません。 

・利用時間を守り、利用前後に事務局に申し出てください。また、準備、後片付け（着替え、シャワーの

使用）、清掃は、許可された時間内に行ってください。 

・他の利用者等に迷惑をかける行為があった場合は、施設の利用を中止していただきます。 

・体育館内外の安全確保と秩序保持のため必要な整理員を配置してください。 

・土足（外靴）での入館はしないでください。シューズは、フロアー用のものをご利用ください。（裏が黒

色のものは利用できません） 

・建物及び付帯設備などを破損・汚損または減失したときは、専用利用者にその損害を弁償していただき

ます。 

・貴重品などの管理については、充分に注意してください。また、搬入した物品などの保管は利用者の責

任において管理してください。 

多賀城市民スポーツクラブ事務局（体育館）   ０２２－３６５－１９１８／１９１１ 
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